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補 5-5-1 

安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な 

回路の主なサージ・ノイズ，電磁波対策について 

 

（１）概要 

電磁的障害には，電磁波やサージ・ノイズの侵入があ

り，これらは低電圧の計測制御回路に対して影響を及ぼ

すおそれがあるため，安全上重要な施設は，ＪＥＣ210

（1981）「低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準」に

基づく絶縁耐力を有する設計とする。計器，制御装置，

計算機等で適切な雷インパルス絶縁耐力を持たせるこ

とが，技術的に困難である場合には，当該設備への雷サ

ージの侵入を阻止するため，フィルタ，サージ吸収素子

の適用，保安器の設置，光伝送化等の対策を施す。また，

金属シールド付信号ケーブルの適用等により電磁波の

侵入を防止するとともに，保安器等によりサージ・ノイ

ズの侵入を防止する。 

（第 5-5-1 図，第 5-5-2 図参照） 

  



 

補 5-5-2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第 5-5-1 図 安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な回路に対するノイズ防止策の概要 

 

 

第 5-5-2 図 安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な回路に対するサージ対策の例 

 

（２）サージ・ノイズ，電磁波に対する具体策 

安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な

回路を構成する計装盤及びケーブルは，原則として以下

の設計とする。 

安 全 上 重 要 な 施 設 の 安 全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要 な 回 路  



 

補 5-5-3 

ａ．電源回路 

制御回路へ入線する電源受電部にノイズ対策回

路としてノイズフィルタを設置し，外部からのノ

イズの侵入を防止する設計とする。 

 

ｂ．制御回路 

サージ対策として安全上重要な施設の安全機能

を維持するために必要な回路については絶縁耐力

を有する設計とする。雷インパルス絶縁耐力を持

たせることが，技術的に困難である場合には，当

該設備への雷サージの侵入を阻止するため，フィ

ルタ，サージ吸収素子の適用，保安器の設置，光

伝送化等の対策を施す。 

 

ｃ．筐体 

制御盤の制御部，演算部は鋼製の筐体に格納し，

筐体は接地する設計とする。 

 

ｄ．ケーブル 

計装ケーブルは全て金属シールド付ケーブルを

使用し，金属シールドは接地して電磁波の侵入を

防止する設計とする。 

 

 

 



補 5-5-4 

（３）電磁波等の発生源に対する対策

高圧動力ケーブルは金属シールド付とするとともに，

計装ケーブルとは別の鋼製ケーブルトレイに敷設する

ことで，高圧動力回路に地絡等が生じた場合に計装回路

への電磁的影響を及ぼさない設計としている。 

（第 5-5-3 図参照）

第 5-5-3 図 電磁波等の発生源に対する対策の概要
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